
 
 

 

１ 固定資産税について 

固定資産（土地・家屋）の評価額は３年に一度評価替えを行い、賦課期日（１月１日）現在の価 

格を固定資産税課税台帳に登録します。 

第二年度及び第三年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。（平 

成３１年度は第二年度です。） 

ただし、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 

 

平成３１年度固定資産税額 ＝ 平成３１年度課税標準額 × 税率（１．４％） 

 

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 

しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調 

整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 

 

２ 宅地等の税負担を調整する措置について 

平成９年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのあった負担水

準（今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合）を均衡化させることを重視した税負担の調

整措置が講じられ、宅地については負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水

準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めてい

く仕組みが導入されました。    宅地等に係る負担調整措置概要 を参照  

  

  

 

 

 

 

 

３ 宅地の税額の求め方 

(1) 商業地等の宅地 

① 固定資産税は、次のとおり算出されます。 

 

税額 ＝ 課税標準額（平成３１年度の評価額×７０％） × 税率（１．４％） 

 

② 平成３１年度の評価額（以下「Ａ」という。）の７０％と比べて平成３０年度の課税標準額が

以下の場合については、平成３１年度の課税標準額は次のとおりとなります。 

（ｱ）平成３０年度課税標準額がＡの６０％以上７０％以下の場合 

→ 平成３０年度課税標準額と同額に据え置きます。 

（ｲ）平成３０年度課税標準額がＡの６０％未満の場合 

→ 平成３０年度課税標準額＋Ａ×５％ 

 

平成３１年度の固定資産税（土地）は次のようになります 

◆地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは？◆ 

地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課

税標準額が低いため、税負担の調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程

にあるものです。課税標準額を徐々に上昇させているため、地価が下がっていたと

しても本来の課税標準額に到達するまで税額もゆるやかに上昇し続けます。 

 

 



ただし、上記（ｲ）で計算した課税標準額が、 

・Ａの６０％を上回る場合には、Ａの６０％とします。 

・Ａの２０％を下回る場合には、Ａの２０％とします。 

（ｳ）平成３０年度課税標準額がＡの７０％を超える場合はＡの７０％ 

(2) 住宅用地 

① 固定資産税は、次のとおり算出されます。 

 

税額 ＝ 課税標準額 × 税率（１．４％） 

        ※平成３１年度の価格に１/６又は１/３を乗じた額（以下「Ｂ」という。） 

※200㎡以下の小規模住宅用地は１/６、200㎡を超える一般住宅用地は１/３。 

 

② 平成３０年度の課税標準額がＢ（本来の課税標準額）を下回る場合については、以下の額が平

成３１年度の課税標準額となります。 

■平成３０年度の課税標準額＋Ｂ×５％ 

ただし、上記により計算した課税標準額が、 

・Ｂを上回る場合には、Ｂとします。 

・Ｂの２０％を下回る場合には、Ｂの２０％とします。 

 

４ 農地（転用許可を受けた農地等を除く）の税額の求め方 

①  固定資産税は、次のとおり算出されます。 

 

税額 ＝ 課税標準額 × 税率（１．４％） 

 

②  農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。 

 

平成３１年度の課税標準額              

＝ 平成３０年度の課税標準額 × 負担調整率 

 

         ※負担調整率は、右の表のとおり、 

負担水準に応じて決まります。 

 

  ●農地に対する課税の強化・軽減を平成２９年度課税から実施しています。 

   (1)農地中間管理機構の農地中間管理権取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地については、通常の農地の評価

額に乗じられる割合（０．５５）を乗じないことで、課税が強化されます。 

   (2)所有する全農地（自作地１０アール未満を除く）に農地中間管理事業のための賃借権等（設定期間１０年以上）

を新たに設定した場合、固定資産税の課税標準額に、最初の３年間価格の１／２となる特例が適用されます。

※設定期間が１５年以上の場合は、５年間適用。 

 

５ 都市計画税について 

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用の一部を負担していただくための目的税

で、市街化区域内の土地・家屋について、固定資産税の納期にあわせて納めていただきます。 

   税額の計算は次のとおりです。 

 

平成３１年度都市計画税額 ＝ 平成３１年度課税標準額 × 税率（０．３％） 

 

   ※固定資産税と同様、負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置があります。 

負担水準 負担調整率 

90％以上 1.025 

80％以上90％未満 1.05 

70％以上80％未満 1.075 

70％未満 1.10 



商業地等の宅地 小規模住宅用地 宅地評価以外
　

　 　
（％） （％） （％）

◎　不明な点については、資産税課（土地係）までお問合せください。　　　　
郡山市税務部資産税課
電話　024-924-2091
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